
地域伝統行事・民俗芸能等

地域の伝統行事や民俗芸能は、その地域に暮らす人々の心のよりどころであり、またコミュニティの繋がりを維持する上で、重要なものであるが、過疎化や少子
高齢化等の社会状況を背景として継承が困難になっている。また令和６年能登半島地震によりキリコ祭りをはじめとする伝統行事等の継承が一層困難な状況
となっている。
地域の伝統行事や民俗芸能が消失した際には元に戻すことが不可能あるいは極めて困難であることから、次代に継承するため、担い手の養成や用具整備、
記録作成等に関する取組への支援に加え、情報発信や維持・継承に必要なノウハウの提供を行う等、ハード・ソフト両面から支援を行う必要がある。

現状・課題

事業内容

アウトプット（活動目標） 長期アウトカム（成果目標）

⚫ 用具等整備（経年劣化や災害を起因とする用具の修理や新調を行う事業）

⚫ 後継者養成（保存会会員等を対象とした技術練磨等の事業）

⚫ 記録作成・情報整備（記録映像の作成やオンライン配信等を行う事業）

地域文化遺産の総合的な取組や地域伝統行事等の継承に必要な取組への支援

補助

文化庁

Ａ団体
用具の修理

B団体
記録作成

実行委員会

地方公共団体
（実施計画策定）

事務局

• 講習会の開催
• ノウハウ（好事例）
の提供

地域伝統行事等への参加者数
の増加

事業体制

短期アウトカム（成果目標）

地域文化遺産の担い手確保

• 課題・取組情報
• 開催情報

＜補助対象＞

地域の伝統行事・民俗芸能等の基盤を整備する取組に対して、補助対象経
費の85%を上限として補助を行う。

Ｃ団体
後継者養成

件数・単価 約80件×5百万円程度 事業開始年度 令和3年度

情報発信

地域文化財総合活用推進事業

（担当：文化庁参事官（生活文化創造担当）付）

令和7年度予算額 401百万円

（前年度予算額 421百万円）

令和6年度補正予算額 428百万円



地域文化遺産

文化遺産は、地域の人々の心のよりどころとして地域に活力を与える国民共有の財産で

あるが、過疎化や少子高齢化などによる地域コミュニティの衰退により保存維持の担い手

が不足し、消失の危機にある。文化遺産が消失した際には元に戻すことが不可能あるい

は極めて困難である。

一方で、地域の文化遺産は、地域文化の多様さ、豊かさを示すものであり、交流人口

の増加など地域経済にも貢献することから、その積極的な活用が期待されている。このため、

地域文化遺産を活用した取組を支援し、地域活性化を推進することが急務となっている。

現状・課題

事業内容

アウトプット（活動目標） 短期アウトカム（成果目標）

地域伝統行事等への
参加者数の増加

長期アウトカム（成果目標）

地域文化遺産の担い手確保地域文化遺産の総合的な取組や地域伝統行事等の継承に必要な取組への支援

補助

文化庁

Ａ団体
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催

B団体
ガイドの育成

C団体
伝統芸能公開

実行委員会

地方公共団体
（実施計画策定）

事業体制

地域に古くから継承されている当該地域に固有の文化遺産を活用した、伝統行事・

伝統芸能等の公開やシンポジウムの開催など、特色ある総合的な取組を支援する。

地域文化遺産を核とした地域活性化

＜補助対象＞

⚫ 人材育成（ボランティアガイド等の育成）

⚫ 普及啓発（伝統芸能等の公開、シンポジウムの開催等）

件数・単価 約70件×5百万円程度 事業開始年度 令和元年度
民俗芸能大会の開催 ボランティアガイドの育成

地域文化財総合活用推進事業

（担当：文化庁参事官（生活文化創造担当）付）

令和7年度予算額 360百万円

（前年度予算額 600百万円）

令和6年度補正予算額 140百万円

＜補助金の額＞

補助対象経費の85%が上限
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